
１１，０００円 ２０,０００円 ２１,０００円 ２３,０００円

(※)　２５,０００円 (※)　２７,０００円

２０，０００円 ２３,０００円 ２５,０００円 ２７,０００円

(※)　２９,０００円 (※)　３１,０００円

３１，０００円 ３２,０００円 ３５,０００円 ３６,０００円

(※)　３９,０００円 (※)　４０,０００円

４５，０００円 ４４,０００円 ４９,０００円 ５１,０００円

(※)　５３,０００円 (※)　５５,０００円

４８，０００円 ４９,０００円 ５２,０００円 ５３,０００円

(※)　５８,０００円 (※)　５９,０００円

７１，０００円 ６６,０００円 ６９,０００円 ７４,０００円

(※)　７７,０００円 (※)　８２,０００円

２０７，０００円 １４７,０００円 １６１,０００円 １７８,０００円

(※)　１７８,０００円 (※)　１９５,０００円

３１１，０００円 ２２２,０００円 ２５２,０００円 ２６０,０００円

(※)　２８３,０００円 (※)　２９１,０００円

５３１，０００円 ４０７,０００円 ４４５,０００円 ４５５,０００円

(※)　４９４,０００円 (※)　５０４,０００円

建築物エネルギー消費性能基準

仕様基準の審査加算額

１２，０００円

１３，０００円

２２，０００円

３４，０００円

５３，０００円

６９，０００円

エレベータ・エスカレータ・建築設備 １１，０００円

遊戯施設 １１，０００円

共同住宅等
３００㎡を超え、　２千㎡以内のもの

共同住宅等
２千㎡を超え、　５千㎡以内のもの

工作物

移転・修繕・模様替

１６，０００円　　 ７，０００円　　

用途変更（届出） 床面積の１／２の審査料

床面積の１／２の審査料 床面積の１／２の審査料

１１，０００円 １２，０００円　　 ６，０００円　　

５万㎡を超えるもの

減額
（別府市建築基準法施行細則第２

条第１項）
上記の額の１／２の金額 上記の額の１／２の金額 上記の額の１／２の金額 上記の額の１／２の金額

一戸建ての住宅
２００㎡以内のもの

一戸建ての住宅
２００㎡を超えるもの

共同住宅等
３００㎡以内のもの

３０㎡を超え、１００㎡以内のもの

１００㎡を超え、２００㎡以内のもの

２００㎡を超え、５００㎡以内のもの

５００㎡を超え、　　千㎡以内のもの

上記の額の１／２の金額

共同住宅等
５千㎡を超えるもの

千㎡を超え、　２千㎡以内のもの

２千㎡を超え、　１万㎡以内のもの

１万㎡を超え、　５万㎡以内のもの 変更に係る部分の合計
面積の１／２の床面積
（増加する場合は、これ
に加える）に相当する金

額

６，０００円　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別府市確認申請等手数料一覧

確認申請手数料
（対象床面積の合計）

中間検査申請
（対象床面積の合計）

完了検査申請
（中間検査を受けたもの）

完了検査申請 計画変更確認申請

※建築物消費性能基準への適合を検査する場合

１２，０００円　　

３０㎡以内のもの



（ ２／３ ）
項目 手数料の額（円／件）
仮使用認定申請（７条の６ 1項1号）（18条38項1号） １２０,０００円
建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請（４３条 ２項1号) ２７,０００円
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請（４３条 ２項2号) ３３,０００円
公衆便所等の道路内における建築許可申請（４４条 1項2号） ３３,０００円
道路内における建築認定申請（４４条 1項3号） ２７,０００円
公共歩廊等の道路内における建築許可申請（４４条 1項4号） １６０,０００円
壁面線外における建築許可申請（４７条ただし書） １６０,０００円
用途地域における建築許可申請（４８条 1項～15項ただし書） １８０,０００円

１２０,０００円
１４０,０００円

特殊建築物等敷地許可申請（５１条ただし書） １６０,０００円
建築物の容積率の特例認定申請（５２条 6項） ２７,０００円
建築物の容積率の特例許可申請（５２条 10項･11項･14項） １６０,０００円
壁面線の指定等がある場合の建ぺい率の特例許可申請（５３条 4項・5項) ３３,０００円
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請（５３条 6項3号） ３３,０００円
建築物の敷地面積の許可申請（５３条の２ 1項3･4号） １６０,０００円
建築物の高さの特例認定申請（５５条 2項） ２７,０００円
建築物の高さの許可申請（５５条 3項・4項） １６０,０００円
日影による建築物の高さの特例許可申請（５６条の２ 1項） １６０,０００円
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請
（５７条 1項）
高度地区における建築物の高さの特例許可申請（５８条 2項） １６０,０００円
高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、壁面の位置の特
例許可申請（５９条 1項3号）
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請（５９条 4項） １６０,０００円
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請
（５９条の２ 1項）
地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の容積率、建ぺい
率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請(６８条の３ 1･2･3項)
地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの
許可申請（６８条の３ 4項）
地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の
制限の適用除外に係る特例認定申請（６８条の４ 1項）
地区計画等の区域内において敷地内に道路に接して有効な空地が確保されてい
る建築物の各部分の高さの特例許可申請（６８条の５の３ 2項）
地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する
特例又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請
（６８条の５の５ 1･2項）
地区計画等の区域内における地盤面の上に公共空地を有する建築物の建ぺい率
の制限の特例認定申請（６８条の５の６）
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請（６８条の７ 5項) １６０,０００円
仮設建築物建築物許可申請（８５条 6項） １２０,０００円
仮設建築物建築物許可申請（８５条 7項） １６０,０００円

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、
建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に
2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加
算した金額
建築物（既存建築物を除く。）の数が1である場合
にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場
合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28
,000円を乗じて得た額を加算した金額
建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000
円､建築物の数が3以上である場合にあっては220,0
00円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得
額を加算した金額

既存建築物を前提とした総合的設計による空地を有する一定の一団の土地の区 建築物（既存建築物を除く。）の数が1である場合
域内の建築物の特例許可申請（８６条 4項） にあっては220,000円､建築物の数が2以上である場

合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に
28,000円を乗じて得た額を加算した金額

公告認定対象区域内における建築物の認定申請（８６条の２ 1項） 建築物の数が1である場合にあっては78,000円､
建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円
建に1を超える築物の数に28,000円を乗じて得た額
を加算した金額

空地を有することとなる公告認定対象区域内における建築物の特例許可申請 建築物の数が1である場合にあっては220,000円､
（８６条の２ 2項） 建築物の数が2以上である場合にあっては220,000

円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た
額を加算した金額

公告許可対象区域内における建築物の許可申請 建築物の数が1である場合にあっては220,000円､
（８６条の２ 3項） 建築物の数が2以上である場合にあっては220,000

円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た
額を加算した金額

用途地域における建築許可申請（４８条16項）意見の聴取・同意の取得を要しない場合
用途地域における建築許可申請（４８条16項）同意の取得を要しない場合

２７,０００円

１６０,０００円

１６０,０００円

２７,０００円

既存建築物を前提とした総合的設計による一定の一団の土地の区域内の建築物の
特例認定申請（８６条 2項）

空地を有する一団地内の建築物の特例許可申請（８６条 3項）

１６０,０００円

２７,０００円

１６０,０００円

２７,０００円

２７,０００円

一団地内の建築物の特例認定申請（８６条 1項）



１の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請（８６条の５ 1項）

１団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に係る認定申請(８６条の６ 2項)

既存の１の建築物について行われる２以上（増築等を含む）の工事の全体計画の認定申請

（８６条の８ 1項）

既存の１の建築物について行われる２以上の工事の全体計画の変更の認定申請

（８６条の８ 3項）

特別用途地域における建築許可申請

新築戸建て住宅以外については都市計画課までお問い合わせください。

低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の適合証を添付したもの

戸建て住宅以外については都市計画課までお問い合わせください。

（ ３／３ ）

項目 手数料の額（円／件）

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額

27,000円

27,000円

27,000円

既存の１の建築物について行われる２以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定申請
27,000円

（８７条の２ 1項）

既存の１の建築物について行われる２以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の変更の認定申請
27,000円

（８７条の２ 2項）

建築物の他の用途での一時的な使用の許可申請手数料
120,000円

（８７条の３ 6項）

建築審査会の同意を要する場合の建築物の他の用途での一時的な使用の許可申請手数料
160,000円

（８７条の３ 7項）

180,000円

長期優良住宅建築等計画の申請（新築戸建て住宅）
（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条）

11,200円
確認書又は住宅性能評価書（長期使用構造等であるかどうかを確認した
結果を記載したものに限る）を添付したもの

－

低炭素建築物新築等計画についての認定（戸建て住宅）
（都市の低炭素化の促進に関する法律第53条）

6,000円

－


